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川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、 

同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村の廃置分合につ 

いて（申請） 

 

地方自治法 (昭和２２年法律第６７号) 第７条第１項の規定により、平成１６年

１０月１２日から川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、

同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村を廃し、その区域をもって薩摩

川内市を設置することとしたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

（関係書類） 

１ 新市の名称
ふ り が な

及び名称選定理由  
２ 新市の事務所の位置及び選定理由  

３ 廃置分合を必要とした理由  

４ 合併に至る経緯の概要  

５ 廃置分合に伴う関係市町村の議会の議決書及び会議録の写し  

 ・ 廃置分合  

 ・ 廃置分合に伴う財産処分に関する協議  

 ・ 廃置分合に伴う薩摩川内市の議会の議員の定数に関する協議  

・ 廃置分合に伴う経過措置に関する協議  

６ 廃置分合に伴う協議書の写し  

 ・ 財産処分に関する協議書の写し 

 ・ 薩摩川内市の議会の議員の定数に関する協議書の写し 

 ・ 経過措置に関する協議書の写し 

７ 廃置分合に伴う告示の写し 

 ・ 薩摩川内市の議会の議員の定数に関する告示の写し 

 ・ 経過措置に関する告示の写し 

８ 合併協定書及び市町村建設計画書  

９ 市の要件に関する調書  

10 関係図面及び写真 


